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（６）加工食品 

①輸出実績 

 加工食品（調味料類、菓子類、清涼飲料水等）は 2,258 億円（2015 年）と対前年比

＋26.8％増加し、農林水産物・食品の輸出額の全体の約３割を占めている。主要な輸出

先は香港、米国、台湾等の日本食市場がある程度確立した国・地域となっており、輸出

額を増やすためには、輸出できる加工食品の種類の拡大と新規市場の開拓がカギとな

っている。 

 

●加工食品の輸出額の推移（国・地域別） 

 

 

●加工食品の品目別輸出額（2015年） 
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②主要国・地域における輸出環境課題 

 放射性物質に係る輸入規制【香港、台湾、中国】 

 我が国からの輸出額上位である香港、台湾、中国を始め、一部の国・地域において、

輸入停止や放射性物質検査証明書等の要求といった放射性物質に係る輸入規制が残っ

ているが、平成 28 年１月に EU が大幅な緩和を行うなど、徐々に規制緩和が進んでお

り、更なる規制の緩和・撤廃に向け、引き続き取り組んでいるところである。 

 

 既存添加物の使用許可【米国、EU】 

既存添加物（クチナシ色素、ベニコウジ色素、ベニバナ色素）は、我が国のインスタ

ント食品や菓子等多くの加工食品に着色料として使用されているが、欧米においては

食品への使用が認められていない。そのため、食品製造業者は、輸出しようとする国・

地域の基準に適合した添加物を使用することで対応しているが、既存添加物の使用が

輸出先国・地域においても認められれば、日本に流通する既存添加物を使用した食品を

輸出しやすくなると考えられる。 

 既存添加物を使用できるようにするためには、多種類の安全性試験データをもって

事業者（添加物製造事業者等）が相手国・地域に申請し、承認を得る必要があるが、こ

の試験データの取得は多額の費用と期間を要するものであり、承認に向けた難易度は

高い。 

 平成 26（2014）年度より、添加物製造事業者や食品事業者への意向調査、申請に必

要な試験データ等を含む相手国・地域の制度調査等を行い、輸出拡大見込みや承認に向

けた難易度を踏まえ、優先的に対応する既存添加物を検討しているところであり、その

結果に基づき、申請しようとする事業者等を支援していくこととしている。 

 

 畜肉エキス（豚・鶏）の使用許可【米国】 

 我が国のインスタント食品等には、豚・鶏等から製造された畜肉エキスが多く使用さ

れている。このような食肉由来の原料を使用した加工食品を米国に輸出するためには、

食肉生産上の衛生管理システムについて米国との同等性認定を受けた上で、米国農務

省食品安全検査局（FSIS）に登録された施設（認定施設）で製造されたものである必要

がある。我が国は、豚肉、鶏肉について同等性認定を受けておらず、また、認定施設も

ないことから、豚又は鳥由来の国産畜肉エキスを含む食品を米国に輸出することはで

きない状況となっている。なお、牛については、10 の認定施設（と畜場）で生産され

た生鮮牛肉は米国への輸出が可能となっているが、エキスの製造施設については認定

を受けていないため、米国向け食品に使用できる国産牛エキスはない。 

 認定施設となるためには、畜肉エキスの製造施設や原料となる食肉の処理施設が、

FSISの基準（HACCP等）を満たすことが必要となる。このため、平成 26（2014）年度、

米国への輸出に向けた課題の整理や、日本産畜肉エキス及びそれを使用した食品の輸

出を希望する事業者の意向調査等を行った。 

 

 

 食品ラベル表示【EU】 

EU は、平成 23 年（2011 年）10 月、「消費者への食品情報提供に関する EU 規則

1169/2011[1] 」（以下「規則」という。）を公布し、2014年 12月 13 日に施行した。 

EUでは従来、栄養を強調する場合にのみ栄養成分表示が義務づけられていたが、本

                                            
[1] REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 
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規則により、一部を除く[2]全ての食品について栄養成分の表示が義務づけられること

となり、表示すべき栄養成分の中には、我が国では表示が義務ではない飽和脂肪酸、糖

類等の栄養成分が含まれることに注意が必要である。この栄養成分表示については、２

年間の移行期間が設けられているが、平成 28 年（2016年）12月 13 日に完全義務化と

なる。  

 

 牛乳・乳製品の輸入停止の解除【中国】 

 中国は、平成 22（2010）年に我が国で口蹄疫が発生したことを契機として、日本か

らの牛乳・乳製品の輸入を停止している。中国における日本産牛乳・乳製品、特に粉ミ

ルクの需要は大きく、ピーク時（2009年）の輸出額は約 17億円となっていたことから、

輸入停止が解除されれば、大幅な輸出拡大が期待できると考えられ、現在、輸出再開に

向けて、動物衛生及び食品衛生に関する衛生証明書について協議を進めているところ

である。また、牛乳・乳製品を含め、中国は放射性物質に係る輸入規制（10 都県から

の輸入停止、10 都県以外からの放射性物質検査証明書）を課していることから、輸出

再開のため、衛生証明書に関する協議に加え、放射性物質に係る輸入規制の緩和・撤廃

を働きかけている。 

 
 

（７）林産物 

①輸出実績 

 林産物の輸出額は 270（きのこ類（はらたけ属除く）等を含む）億円（2015年）と対

前年比＋23.1％増加している。丸太の輸出額が対前年比＋36.6％の 94億円と伸びてお

り、そのうち中国向けの輸出が 60.9％（57 億円）を占めている。 

 

●林産物の輸出額の推移（国・地域別） 

  

                                            
[2] 単一の成分又は単一の成分分類からなる未加工の食品ハーブ、スパイス、塩、香味料、チューインガム

等が規則附則Ｖにおいてあげられている。 
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●林産物の品目別輸出額（2015年） 

 

②主要国・地域における輸出環境課題 

 木構造設計規範への対応【中国】 

 中国の木構造設計規範（日本における建築基準法に該当するもの）では、中国国内の

木造建築の構造や、構造材に使用可能な樹種・原産国等が規定されている。現行の規範

では、日本産木材や日本で広く用いられている軸組構法についての規定がなく、日本か

らの輸出木材の用途が限られている。 

 日本側からの働きかけや情報提供の結果、平成 25（2013）年 10月に了承された改正

案では、日本産スギ・ヒノキ・カラマツや軸組構法に関する規定が盛り込まれており、

改正案の告示・施行待ちの状況となっている。 

 

 木材の燻蒸処理条件【中国】 

 日本から中国への木材（皮付き丸太）の輸出条件として、臭化メチル又はフッ化スル

フリルによる常圧燻蒸処理の実施が求められている。輸出前に燻蒸処理をする必要が

あるが、民家等への影響を考慮する必要があるほか、燻蒸処理の場所及び一度に処理で

きる数が限られていること等もあり、木材輸出が多い港湾において輸出増加に燻蒸処

理が追いついていかないという懸念があった。平成 27（2015）年に輸出戦略実行委員

会林産物部会で現状を調査し、港湾における燻蒸処理場所の拡大や、港湾業者・商社等

による燻蒸処理作業への協力等、関係者により解決が図られていることが分かった。 
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（８）水産物 

①輸出実績 

 水産物の輸出額は、平成 27（2015）年は対前年比 18.0％増加の 2,757 億円となり、

農林水産物・食品の輸出額全体の約４割を占めている。品目別ではホタテ貝の輸出額が

591億円と特に大きく、国・地域別では、香港、米国、中国、ベトナム、台湾、タイの

上位６カ国・地域で輸出額全体の８割を占めており、各国・地域とも増加している。 

 

●水産物の輸出額の推移（国・地域別） 

 

 

●水産物の品目別輸出額（2015年） 

 

②主要国・地域における輸出環境課題 

 放射性物質に係る輸入規制【韓国、中国、香港、台湾、ロシア等】 
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 我が国の水産物に対しては、多くの国・地域において原発事故に伴う放射性物質に係

る輸入規制が導入されており、これらの輸入規制の緩和・撤廃が重要な課題である。特

に、韓国については、平成 27（2015）年９月、我が国の要請により、WTO 紛争解決小委

員会（パネル）が設置されており、今後とも WTO のルールに則ってパネルの手続を進め

ていくとともに、韓国への二国間での働きかけを継続していくこととしている。 

 

 HACCPの取得【EU、米国】 

 EU、米国への水産物の輸出のためには、水産加工施設について HACCP 認定を受けるこ

とが必要となっている。対米国・HACCPについては、厚生労働省（地方自治体衛生部局）

及び（一社）大日本水産会等が認定を行っており、日本国内の約 280施設（平成 28（2016）

年３月末）が認定を受けているが、米国への水産物の輸出拡大のため、対米国・HACCP認

定加工施設数を増加させることが重要である。 

また、対 EU・HACCP については、認定を受けている日本国内の水産加工施設は約 40施

設（平成 28（2016）年月末）と、諸外国・地域に比べて極めて少ない状況にある。対 EU・

HACCP認定の加速化を図るため、これまでの厚生労働省（地方自治体衛生部局）に加え、

水産庁でも平成 26（2014）年 10 月から認定業務を開始したところである。厚生労働省

とあわせて平成 26（2014）年度から平成 31（2019）年度で新たに 100 施設程度を認定す

ることを目標として、認定施設数の拡大に取り組んでいくこととしている。 

 

 かつお節の輸出【EU】 

 我が国の一般的な製法で製造されたかつお節は、EU の基準値を超える PAHs9（燻製等

により生成される化学物質で、一部には発がん性がある）を含んでいることから、我が

国から EU へ要請を行った結果、かつお節に対する PAHs の特例措置（旧基準値の適用：

PAHs全体で 12→30、ベンゾ（a）ピレンで２→５㎍/kg）が昨年３月に採択、同年７月に

施行されたところである。なお、実際にかつお節を EU に輸出するためには、PAHs 規制

を満たした上で、かつお節製造施設について対 EU・HACCPの認定を受ける必要がある。 

 

 衛生証明書への対応【インド、インドネシア】 

インドへの水産物の輸出のためには、HACCP による衛生管理等を証明事項とした衛生

証明書の添付が必要となっている。また、インドネシアにおいても、今後、水産物の輸

出には衛生証明書の添付が必要となる見込み（時期未定）である。 

このことから、引き続き、証明事項の妥当性等について両国政府と協議するとともに、

関係省庁で連携しつつ国内における証明書発行体制の構築を進めることとしている。 

 

 フグの輸出【中国、香港、台湾、EU等】 

フグは、日本においては有毒部位を除去し食用とすることができるものに限り販売等

が認められているが、中国、香港、台湾、EU 等においてはフグの輸入が禁止されている。 

このことから、今後も諸外国・地域の規制の動向等についての情報収集を行うととも

に、諸外国・地域の規制当局に対して、日本産フグの輸入解禁に向けた働きかけを実施

することとしている。 

 

                                            
9 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons の略。炭素と水素原子から成る 2 つ以上の縮合芳香環を含む多くの種

類の有機化合物。食品を焼くなどの調理の過程や乾燥・加熱などの製造過程で生成されるので、肉・魚介

類の燻製、直火(食品と炎が接触)で調理した肉(網焼き等)、植物油、穀物製品などに多く含まれる。 
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 錦鯉の輸出【中国】 

平成 15（2003 年）年の日本におけるコイヘルペスウイルス病の発生以降、中国にお

いて、日本からの錦鯉の輸入が禁止されていたため、輸出再開に向けて中国政府と協議

を行ってきたところ。昨年６月に中国政府関係者を日本に招いての輸出養鯉場の現地評

価を実施し、本年４月に６養鯉場が輸出可能施設として登録された。引き続き、関係団

体及び関係県と連携し、輸出拡大に向けた協議を進めることとしている。 

 

 こんぶの輸出【豪州】 

豪州は、ヨウ素の過剰摂取による甲状腺異常の可能性を考慮し、ヨウ素濃度が高い食

材である褐色藻類（こんぶ等）中のヨウ素について、1000mg/kg（乾燥重量当たり）の最

大基準値を設定している。 

現在、科学的データの収集・分析を行っているところであり、その結果等を踏まえ、今後の

対応を検討することとしている。


